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�愛媛県告示第８５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人竹内外科胃腸科 今治市立花町三丁目６番３６
号 竹内外科胃腸科 今治市立花町三丁目６番３６

号 平成１７年２月１日

介護サービスあすなろ有限
会社

宇和島市本町追手二丁目１
番４１号

介護サービスあすなろ有限
会社ヘルパーステーション

宇和島市本町追手二丁目１
番４１号 平成１７年２月１０日

株式会社サンキュー 大阪府摂津市鳥飼新町一丁
目１番３９号

デイサービスセンター御茶
屋

新居浜市西の土居町二丁目
８番２３号 平成１７年３月２２日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ デイサービスいしづちの湯 西条市西田甲４２１番地５ 平成１７年３月１４日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ グループホームまなべ 西条市氷見乙７６９番地 平成１７年３月１４日

有限会社大正リメイク工事 新居浜市本郷一丁目５－３７ 訪問介護サービス・スマイ
ル

四国中央市土居町土居１１０５
－１ 平成１７年２月１６日

有限会社大正リメイク工事 新居浜市本郷一丁目５－３７ デイサービスセンター・ス
マイル

四国中央市土居町土居１１０５
－１ 平成１７年２月１６日

医療法人上甲耳鼻咽喉科 西予市宇和町卯之町一丁目
４１９番地１ 上甲耳鼻咽喉科 西予市宇和町卯之町一丁目

４１９番地１ 平成１７年１月１日

有限会社やわらぎ 松山市福音寺町２２８－２５ グループホームやわらぎ川
内 東温市南方１７８７－２ 平成１７年３月２５日

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………４４４

○ 道路の区域変更（県道長月城辺線）………………………………４４４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………４４４
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選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の名称の変更……………………………４４５

任 免 辞 令

○ 県議会任免辞令………………………………………………………４４５
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�愛媛県告示第８５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社大正リメイク工事 新居浜市本郷一丁目５－３７ 居宅介護支援事業所・スマ
イル

四国中央市土居町土居１１０５
－１ 平成１７年２月１６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人大志会 八幡浜市古町一丁目６番１２
号

介護老人保健施設アンビシ
ョンうちこ園

（変更後）
喜多郡内子町内子３６８３番地

平成１６年１２月１５日
（変更前）
喜多郡内子町内子丙１８番地
１７

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台
２－９ アイリスケアセンター今治

（変更後）
今治市黄金町４－１－１８塩
見ビル１階

平成１６年１２月１日
（変更前）
今治市北日吉町１－３－２

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスン中予ケア
センター

（変更後）
伊予市米湊９７５－４亀井店
舗１階南側

平成１７年２月１日
（変更前）
伊予市米湊９７５－１亀井店
舗１階

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会明浜支所

（変更後）
西予市明浜町高山甲３６５７番
地

平成１６年８月１５日
（変更前）
西予市明浜町高山甲３６７８番
地

医療法人社団みのり会 西予市三瓶町朝立２番耕地
１番地第７

訪問看護ステーションわか
ば

（変更後）
西予市三瓶町朝立１番耕地
３８６番地１

平成１６年１０月２７日
（変更前）
西予市三瓶町朝立字宮ノ下
１番耕地３８６番１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人大志会 八幡浜市古町一丁目６番１２
号

居宅介護支援事業所うちこ
園

（変更後）
喜多郡内子町内子３６８３番地

平成１６年１２月１５日
（変更前）
喜多郡内子町内子丙１８番地
１７

医療法人隆典会 今治市別名２７４ 今治市在宅介護支援センタ
ーシルビウス

（変更後）
今治市別名２７２

平成１６年１１月１０日
（変更前）
今治市別名２６１
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愛 媛 県 報平成１７年４月１２日 第１６４９号
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�愛媛県告示第８５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関の所在地名が、次のように変更され

た。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台
２－９ アイリスケアセンター今治

（変更後）
今治市黄金町４－１－１８塩
見ビル１階

平成１６年１２月１日
（変更前）
今治市北日吉町１－３－２

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会明浜支所

（変更後）
西予市明浜町高山甲３６５７番
地

平成１６年８月１５日
（変更前）
西予市明浜町高山甲３６７８番
地

医療法人社団みのり会 西予市三瓶町朝立２番耕地
１番地第７

訪問看護ステーションわか
ば

（変更後）
西予市三瓶町朝立１番耕地
３８６番地１

平成１６年１０月２７日
（変更前）
西予市三瓶町朝立字宮ノ下
１番耕地３８６番１

介 護 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

介護老人保健施設アンビシ
ョンうちこ園 医療法人大志会 喜多郡内子町内子丙１８番地

１７ 喜多郡内子町内子３６８３番地 平成１６年１２月１５日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人広見町社会福
祉協議会 北宇和郡鬼北町近永７８２ 社会福祉法人広見町社会福

祉協議会 北宇和郡鬼北町近永７８２ 平成１６年１２月３１日

社会福祉法人大三島町社会
福祉協議会

今治市大三島町野々江２４３５
－２ 大三島町訪問介護事業所 今治市大三島町野々江２４３５

－２ 平成１２年２月４日

社会福祉法人大三島町社会
福祉協議会

今治市大三島町野々江２４３５
－２

大三島町訪問入浴介護事業
所

今治市大三島町野々江２４３５
－２ 平成１２年２月４日

社会福祉法人今治市社会福
祉協議会

今治市南宝来町一丁目９－
８

今治市社会福祉協議会福祉
用具レンタルセンター

今治市南宝来町一丁目９－
８ 平成１２年１１月１日

竹 内 鬼三郎 今治市立花町三丁目６番３６
号 竹内外科胃腸科医院 今治市立花町三丁目６番３６

号 平成１７年２月１日

総合メディカル株式会社 福岡市天神二丁目１４番８号 そうごう薬局別子店 新居浜市新田町二丁目２番
９号 平成１４年２月２８日

平 田 進 英 西条市周布２１７２－１ 平田クリニック 西条市周布２１７２－１ 平成１３年１０月３１日

医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番地 グループホーム丹原の郷 西条市丹原町池田１２６７番地
１ 平成１６年１１月３０日

医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番地 デイサービスセンター丹原
の郷

西条市丹原町池田１２６７番地
１ 平成１６年１１月３０日

愛 媛 県 報平成１７年４月１２日 第１６４９号

４４１
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�愛媛県告示第８６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

社会福祉法人東予市社会福
祉協議会 西条市周布６０６－１ 東予市社会福祉協議会訪問

介護事業所 西条市周布６０６－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人東予市社会福
祉協議会 西条市周布６０６－１ 東予市社会福祉協議会訪問

入浴介護事業所 西条市周布６０６－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人東予市社会福
祉協議会 西条市周布６０６－１ 東予市社協デイサービスセ

ンターひまわり 西条市周布６０６－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人丹原町社会福
祉協議会 西条市丹原町池田１７３３－１ 丹原町社協指定訪問介護事

業所 西条市丹原町池田１７３３－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人丹原町社会福
祉協議会 西条市丹原町池田１７３３－１ 丹原町社協指定訪問入浴介

護事業所 西条市丹原町池田１７３３－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人丹原町社会福
祉協議会 西条市丹原町池田１７３３－１ 丹原町社協指定通所介護事

業所 西条市丹原町来見２６－２ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人小松町社会福
祉協議会 西条市小松町新屋敷４８－１ 小松町社会福祉協議会指定

訪問介護事業所 西条市小松町新屋敷４８－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人小松町社会福
祉協議会 西条市小松町新屋敷４８－１ 小松町社会福祉協議会指定

通所介護事業所 西条市小松町新屋敷４８－１ 平成１６年１０月３１日

肱川町 大洲市肱川町山鳥坂７４番地 肱川町指定訪問介護事業所 大洲市肱川町山鳥坂７２番地
１ 平成１４年３月３１日

上 甲 英 生 西予市宇和町卯之町一丁目
４１９番地１ 上甲耳鼻咽喉科 西予市宇和町卯之町一丁目

４１９番地１ 平成１７年１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

広見町 北宇和郡鬼北町近永８００－
１ 広見町役場保健福祉課 北宇和郡鬼北町近永７８２ 平成１６年１２月１０日

社会福祉法人広見町社会福
祉協議会 北宇和郡鬼北町近永７８２ 社会福祉法人広見町社会福

祉協議会 北宇和郡鬼北町近永７８２ 平成１６年１２月３１日

日吉村 北宇和郡鬼北町下鍵山４６３ 日吉村在宅介護支援センタ
ー 北宇和郡鬼北町下鍵山２９９ 平成１６年１２月３１日

菊間町 今治市菊間町浜８２２番地 菊間町老人福祉センター 今治市菊間町浜８４０番地 平成１４年８月３０日

大三島町 今治市大三島町宮浦５７０８
指定居宅介護支援事業所大
三島町在宅介護支援センタ
ー

今治市大三島町野々江２４３５
－２ 平成１７年１月１５日

肱川町 大洲市肱川町山鳥坂７４番地 肱川町指定居宅介護支援事
業所

大洲市肱川町山鳥坂７２番地
１ 平成１４年３月３１日

社会福祉法人東予市社会福
祉協議会 西条市周布６０６－１ 東予市社会福祉協議会指定

居宅介護支援事業所 西条市周布６０６－１ 平成１６年１０月３１日

社会福祉法人丹原町社会福
祉協議会 西条市丹原町池田１７３３－１ 丹原町社協指定居宅介護支

援事業所 西条市丹原町池田１７３３－１ 平成１６年１０月３１日

愛 媛 県 報平成１７年４月１２日 第１６４９号
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�愛媛県告示第８６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・藤ノ目地区）の施

行に平成１７年４月１日同意した。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・前田地区）の施行

に平成１７年４月１日同意した。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大谷地区）の施行

に平成１７年４月１日同意した。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・稲中地区）の施行

に平成１７年４月１日同意した。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

社会福祉法人小松町社会福
祉協議会 西条市小松町新屋敷４８－１ 小松町指定居宅介護支援事

業所 西条市小松町新屋敷４８－１ 平成１６年１０月３１日

医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番地 ケアプランセンター丹原の
郷

西条市丹原町池田１２６７番地
１ 平成１６年１１月３０日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人聖ベテス
ダ会 森 重 信 新居浜市土橋二丁目２番２号 平成

１７年４月１日

肢体不自由、聴覚・平衡・音
声、言語又はそしゃく、呼吸
器機能障害

小児科・神経
内科

独立行政法人国立
病院機構愛媛病院 松 田 俊 二 東温市横河原３６６番地 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 大 洲 中 央 病 院 魚 本 美知子 大洲市東大洲５番地 〃

肢 体 不 自 由 脳神経外科 〃 橋 本 尚 樹 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 小 児 科 愛 媛 労 災 病 院 小 西 行 彦 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 内 科 寺岡内科クリニッ

ク 寺 岡 賢 治 大洲市若宮４９７番地 〃

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 弁財天耳鼻咽喉科

クリニック 篠 原 孝 之 西条市大町６１３番３ 〃

〃 〃
国立大学法人愛媛
大学医学部附属病
院

高 橋 宏 尚 東温市志津川 〃

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 愛媛県立新居浜病
院 三根生 和 明 新居浜市本郷三丁目１番１号 〃

愛 媛 県 報平成１７年４月１２日 第１６４９号
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公 告

�愛媛県告示第８６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川甲３１１６番２から

同市蔵川乙１２７６番４まで

旧 ５．０～１６．０ ０．０５３

新 ６．０～２６．０ ０．０５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川甲３１１６番２から

同市蔵川乙１２７６番４まで
平成１７年４月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長月城辺線
西宇和郡愛南町城辺乙３８４番２から

同町城辺乙３７９番１地先まで

旧 ５．５～１３．７ ０．０８２

新 １０．０～１８．２ ０．０８４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長月城辺線
西宇和郡愛南町城辺乙３８４番２から

同町城辺乙３７９番１地先まで
平成１７年４月１２日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年３月１５日 特定非営利活動法人
ＮＰＯ今治センター 阿曽沼 温 良 愛媛県今治市北日吉町二丁目４

番２１号
この法人は、今治市・越智郡地域の住民及
び、ボランティア活動・地域の活性化活動
・市民活動に取り組む団体・個人及びハン
ディキャップを持った方々に対して、保健

愛 媛 県 報平成１７年４月１２日 第１６４９号
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選挙管理委員会告示

任 免 辞 令
�������

�公 告

愛媛県保育士試験の実施について

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の８第２項の

規定により、平成１７年度愛媛県保育士試験を次のとおり実施

する。

平成１７年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験期日

� 筆記試験の試験日

平成１７年８月３日（水）及び４日（木）

� 実技試験の試験日

平成１７年１０月１５日（土）

２ 試験場所

� 筆記試験の試験場

松山市持田町三丁目８番１５号

愛媛県総合社会福祉会館

� 実技試験の試験場

松山市御幸二丁目３番４１号

愛媛県立保育専門学校

３ 受験申請書の提出期間

平成１７年５月９日（月）から２０日（金）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験申請書の請求先及び提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課

�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる施設として指定したもののうち、八幡浜市養護老人ホ

ームについて、次のとおり名称の変更があった。

平成１７年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�任免辞令
４月１日

愛媛県事務吏員 丹生谷 光 嘉

愛媛県議会事務局長に任命する

愛媛県議会事務局長 丹生谷 光 嘉

愛媛県議会図書室長を命ずる

・福祉・介護サービス・地域の活性化・文
化・芸術・スポーツ・環境の保全・防災・
災害支援・交通安全・人権・国際交流・男
女共同参画社会の促進・子供の健全育成に
関する事業及び特定非営利活動を行う他の
団体の運営又は活動に関する連絡、協力に
関する事業を行い、不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的とする
。

施設の
種 類 施設の名称 所 在 地

老人ホ
ーム

新 養護老人ホーム湯島の里
八幡浜市五反田１番耕地８０６

旧 八幡浜市養護老人ホーム
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